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１【提出理由】

　平成28年６月29日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

　　①　配当財産の種類

　　　　金銭

　　②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　　当社普通株式１株につき金11円

　　　　総額　　　　 1,237,530,701円

　　③　剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　平成28年6月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　①　減少する剰余金の項目とその額

　　　　繰越利益剰余金　8,000,000,000円

　　②　増加する剰余金の項目とその額

　　　　別途積立金　　　8,000,000,000円

 

第２号議案　定款一部変更の件

平成16年４月１日より導入しております執行役員制度の更なる活用を目的として、現行定款の役付取

締役に関する規定を削除するものであります。

　取締役は取締役会構成員として経営の迅速な意思決定および業務執行を監督し、執行役員は当社を

取り巻く事業環境の変化と事業領域の拡大・多様化に機動的に対応し業務を執行してまいります。な

お、社長、専務等の役付は執行役員としての役付とする予定であります。

 

第３号議案　監査等委員である取締役以外の取締役11名選任の件

　監査等委員である取締役以外の取締役として、髙橋祐二、宮内大介、西原正勝、細川公明、越智

康夫、福島広司、丹下聖吾、森松隆史、兒島好宏、原田俊秀、米田剛の11名を選任するものでありま

す。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 740,201 62,273 － （注）１ 可決(92.24％）

第２号議案 801,801 672 － （注）２ 可決(99.92％）

第３号議案    （注）３  

髙橋　祐二 744,139 58,334 －  可決(92.73％）

宮内　大介 749,312 53,161 －  可決(93.38％）

西原　正勝 748,221 54,252 －  可決(93.24％）

細川　公明 749,080 53,393 －  可決(93.35％）

越智　康夫 749,107 53,366 －  可決(93.35％）

福島　広司 749,077 53,396 －  可決(93.35％）

丹下　聖吾 749,077 53,396 －  可決(93.35％）

森松　隆史 749,077 53,396 －  可決(93.35％）

兒島　好宏 744,040 58,433 －  可決(92.72％）

原田　俊秀 744,043 58,430 －  可決(92.72％）

米田　　剛 744,040 58,433 －  可決(92.72％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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